
 
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八

十
三
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に

 

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
八
年
四
月
十
六
日

 

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長　

赤
間　

二
郎　
　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

 

改
正
す
る
規
則

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年

 

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ



う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改　
　
　

正　
　
　

後

改　
　
　

正　
　
　

前

 
 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
開
始
の
届
出
）

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
開
始
の
届
出
）

第
一
条　

［
１
・
２　

略
］

第
一
条　

［
１
・
２　

同
上
］

３　

法
第
七
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲

３　

［
同
上
］

げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
三　

略
］

［
一
～
三　

同
上
］

四　

第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
が
第
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す

四　

第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
が
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す

る
方
法
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
業
務
の
委
託
を
受
け
る
者

る
方
法
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
業
務
の
委
託
を
受
け
る
者

 
 

に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

 
 

［
イ
・
ロ　

略
］

［
イ
・
ロ　

同
上
］

４　

［
略
］

４　

［
同
上
］

５　

法
第
七
条
第
一
項
第
六
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、

５　

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一　

［
略
］

一　

［
同
上
］

二　

前
号
に
規
定
す
る
方
法
が
第
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
方
法
で

二　

前
号
に
規
定
す
る
方
法
が
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
方
法
で

あ
る
場
合
は
、
同
号
に
規
定
す
る
業
務
の
委
託
を
受
け
る
者
に
係
る
次
に

あ
る
場
合
は
、
同
号
に
規
定
す
る
業
務
の
委
託
を
受
け
る
者
に
係
る
次
に

 
 

掲
げ
る
事
項

掲
げ
る
事
項

 
 

［
イ
・
ロ　

略
］

［
イ
・
ロ　

同
上
］

ハ　

第
五
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
の
方
法

ハ　

第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
の
方
法

三　

［
略
］

三　

［
同
上
］

 
 

（
児
童
で
な
い
こ
と
の
確
認
の
方
法
）

（
児
童
で
な
い
こ
と
の
確
認
の
方
法
）

第
五
条　

法
第
十
一
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
異
性
交
際
希
望
者
が
児
童
で
な
い

第
五
条　

［
同
上
］

 
 



こ
と
の
確
認
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一　

［
略
］

一　

［
同
上
］

 

二　

異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
署
名
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る

　

［
号
を
加
え
る
。
］

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
公
的

個
人
認
証
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
又
は
第
十
六
条
の
二
第
六
項

の
規
定
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
が
発
行
し
た
署
名

用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
及
び
当
該
署
名
用
電
子
証
明
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署

名
（
公
的
個
人
認
証
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
た
当
該
異
性
交
際
希

望
者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
情
報
の
送
信
を
受
け
る
こ
と
（
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
署
名
検
証
者
（
公
的
個
人
認
証
法
第
十
七
条
第

四
項
に
規
定
す
る
署
名
検
証
者
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

 

三　

異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
公
的
個
人
認

［
号
を
加
え
る
。
］

 

証
法
第
二
十
二
条
第
六
項
又
は
第
三
十
五
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
基
づ

 

き
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
が
発
行
し
た
利
用
者
証
明
用
電
子

 

証
明
書
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
署
名
券

 

面
情
報
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

 

利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令

 

第
三
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
署
名
券
面
情
報
を
い
う
。
次
号
及

 

び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
異
性
交
際
希
望
者
の
生

 
 



 

年
月
日
に
関
す
る
情
報
の
送
信
を
受
け
る
こ
と
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性

 
紹
介
事
業
者
が
利
用
者
証
明
検
証
者
（
公
的
個
人
認
証
法
第
三
十
六
条
第

 
二
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
検
証
者
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

 

四　

異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
署
名
券
面
情
報
の
う
ち
当
該
異
性
交
際
希
望

［
号
を
加
え
る
。
］

 

者
の
生
年
月
日
に
関
す
る
情
報
の
送
信
を
受
け
る
こ
と
（
当
該
異
性
交
際

 

希
望
者
が
暗
証
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

 

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号

 

カ
ー
ド
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
総

 

務
省
令
第
八
十
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暗
証
番
号
を
い

う
。
次
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
入
力
し
て
当
該
情
報
を

送
信
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

五　

［
略
］

二　

［
同
上
］

六　

あ
ら
か
じ
め
、
前
五
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
児
童
で
な

三　

あ
ら
か
じ
め
、
前
二
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
児
童
で
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
異
性
交
際
希
望
者
に
識
別
符
号
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行

い
こ
と
を
確
認
し
た
異
性
交
際
希
望
者
に
識
別
符
号
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行

為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二

為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二

条
第
三
項
に
規
定
す
る
識
別
符
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
、
イ

条
第
三
項
に
規
定
す
る
識
別
符
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
そ
の
送
信
を
受
け
る
こ
と
。

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
そ
の
送
信
を
受
け
る
こ
と
。

七　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

四　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
児
童
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
識
別
符

る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
児
童
で
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
識
別
符
号
を

号
を
付
す
る
業
務
（
以
下
「
識
別
符
号
付
与
業
務
」
と
い
う
。
）
を
他
の

付
す
る
業
務
（
以
下
「
識
別
符
号
付
与
業
務
」
と
い
う
。
）
を
他
の
者
に

者
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
異
性
交
際
希
望
者
か
ら
送
信
を

委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
異
性
交
際
希
望
者
か
ら
送
信
を
受
け

受
け
た
識
別
符
号
に
つ
い
て
、
当
該
委
託
を
受
け
た
者
に
照
会
す
る
こ
と

た
識
別
符
号
に
つ
い
て
、
当
該
委
託
を
受
け
た
者
に
照
会
す
る
こ
と
等
の

等
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

方
法
に
よ
り
、
そ
の
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

 
 



と
。

２　

前
項
第
七
号
の
識
別
符
号
付
与
業
務
の
委
託
を
受
け
る
者
は
、
次
に
掲
げ

２　

前
項
第
四
号
の
識
別
符
号
付
与
業
務
の
委
託
を
受
け
る
者
は
、
次
に
掲
げ

 
 

る
要
件
を
備
え
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
要
件
を
備
え
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

　

［
一
～
三　

略
］

　

［
一
～
三　

同
上
］

［
３
・
４　

略
］

［
３
・
４　

同
上
］ 

 
 

（
本
人
を
特
定
す
る
事
項
の
確
認
の
方
法
）

（
本
人
を
特
定
す
る
事
項
の
確
認
の
方
法
）

第
六
条　

法
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は

第
六
条　

法
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は

、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

、
異
性
交
際
希
望
者
か
ら
そ
の
運
転
免
許
証
そ
の
他
の
当
該
異
性
交
際
希
望

者
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面
の
提
示
を
受
け

て
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
こ
と

を
も
っ
て
足
り
る
。

一　

異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
そ
の
運
転
免
許
証
そ
の
他
の
当
該
異
性
交
際

一　

異
性
交
際
希
望
者
の
氏
名
を
名
義
人
の
氏
名
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

希
望
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
を
証
す
る
書
面
の
提
示

ド
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
料
金
の
支
払
を
受
け
る
場
合　

当
該
異
性
交

を
受
け
て
、
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
を
確
認
す
る
こ
と
。

際
希
望
者
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
又
は
生
年
月
日
並
び
に
当
該
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
番
号
及
び
有
効
期
限
の
申
出
を
受
け
る
と
と
も
に
、

当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
発
行
し
た
者
に
対
し
て
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

二　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
署
名
検
証
者
で
あ
る
場
合
に
お

二　

異
性
交
際
希
望
者
の
氏
名
を
名
義
人
の
氏
名
と
す
る
預
貯
金
口
座
か
ら

い
て
、
異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
署
名
用
電
子
証
明
書
並
び
に
当
該
署
名

の
振
替
の
方
法
に
よ
り
料
金
の
支
払
を
受
け
る
場
合　

当
該
異
性
交
際
希

用
電
子
証
明
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
当
該
異
性
交

望
者
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
又
は
生
年
月
日
及
び
口
座
番
号
そ
の

際
希
望
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
に
関
す
る
情
報
の
送
信
を
受
け

他
の
当
該
口
座
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
の
申
出
を
受
け
る
と
と

て
、
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
を
確
認
す
る
こ
と
。

も
に
、
当
該
口
座
に
係
る
金
融
機
関
に
対
し
て
当
該
口
座
が
現
に
開
設
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

 
 



 

三　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
利
用
者
証
明
検
証
者
で
あ
る
場

［
号
を
加
え
る
。
］

 
合
に
お
い
て
、
異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
並

 
び
に
署
名
券
面
情
報
の
う
ち
当
該
異
性
交
際
希
望
者
の
住
所
、
氏
名
及
び

 

生
年
月
日
に
関
す
る
情
報
の
送
信
を
受
け
て
、
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
年

齢
を
確
認
す
る
こ
と
。

 

四　

異
性
交
際
希
望
者
が
暗
証
番
号
を
入
力
し
て
署
名
券
面
情
報
の
う
ち
当

［
号
を
加
え
る
。
］

 

該
異
性
交
際
希
望
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
に
関
す
る
情
報
を
送

信
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
当
該
情
報
の
送

信
を
受
け
て
、
そ
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢
を
確
認
す
る
こ
と
。

 

五　

異
性
交
際
希
望
者
の
氏
名
を
名
義
人
の
氏
名
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

［
号
を
加
え
る
。
］

 

ド
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
料
金
の
支
払
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
当

 

該
異
性
交
際
希
望
者
か
ら
、
そ
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
又
は
生
年
月
日
並

 

び
に
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
番
号
及
び
有
効
期
限
の
申
出
を
受
け
る

 

と
と
も
に
、
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
発
行
し
た
者
に
対
し
て
当
該
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

六　

異
性
交
際
希
望
者
の
氏
名
を
名
義
人
の
氏
名
と
す
る
預
貯
金
口
座
か
ら

［
号
を
加
え
る
。
］

の
振
替
の
方
法
に
よ
り
料
金
の
支
払
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異

性
交
際
希
望
者
か
ら
、
そ
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
又
は
生
年
月
日
及
び
口

座
番
号
そ
の
他
の
当
該
口
座
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
の
申
出
を

受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
口
座
に
係
る
金
融
機
関
に
対
し
て
当
該
口
座
が

現
に
開
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

２　

［
略
］

２　

［
同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

 
 



 
 



 
　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


